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重要    【子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けるに当たっての説明】  

  

 

予防接種を受ける前に、必ず記載されている内容をよく読み、ワクチンの有効性と接種による副反応のリス

クを十分理解してください。  

説明文を読んで、わからないことがあれば、接種を受ける前に市健康増進課や接種医に質問しましょう。必 

ず納得された上でお子様に接種することを決めてください。  

  

１ 子宮頸がんと発がん性ヒトパピローマウイルス（HPV）について   

 

子宮頸がんは、子宮頸部（子宮の入り口）にできるがんで、日本では年間約 11,000 人が発症し、約 2,900 人

が死亡しているがんであり、女性特有のがんのなかでは第 2 位です。たとえ死に至らなくても、ごく初期のが

んを除いては子宮摘出となる可能性があり、その場合は妊娠や出産への影響はもちろん、排尿障害などの後遺

症により日常生活に支障をきたすこともあります。  

 子宮頸がんは若い女性から年齢の高い女性まで全ての年代の女性がかかる可能性がありますが、近年 20 代や

30 代の若年層で増加傾向にあります。  

子宮頸がんは、発がん性 HPV というウイルスの感染が原因で引き起される病気です。発がん性 HPV は感染し

ても多くの場合、感染は一時的で、ウイルスは自然に排除されますが、感染した状態が長い間続くと、子宮頸

がんを発症することがあります。HPV に感染すること自体は決して特別なことではなく、性交経験がある女性で

あれば誰でも感染する可能性があります。HPV の感染は非常に一般的ですが、子宮頸がん発症に至るのはごくま

れです。ワクチンで HPV 感染を防ぐとともに、子宮頸がん検診を受診することで前がん病変（癌になる前の異

常な細胞）を早期に発見し、治療することが可能です。  

  

２ ワクチンには３種類あります    

 

現在日本において公費で受けられる HPV ワクチンは、防ぐことができる HPV の種類（型）によって、2 価ワク

チン（サーバリックス®）、4 価ワクチン（ガーダシル®）、9 価ワクチン（シルガード®9） ＊の 3 種類ありま

す。 

一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計 2 回または 3 回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接

種のタイミングや回数が異なります。 

サーバリックス®およびガーダシル®は、子宮頸がんをおこしやすい種類（型）である HPV16 型と 18 型の感染

を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の 50～70％を防ぎます。 

シルガード®9 は、 HPV16型と 18 型に加え、ほかの 5 種類の HPV の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の 80

～90％を防ぎます。 

どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。 
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３ 子宮頸がん予防接種の副反応について   

○ 子宮頸がん予防ワクチンの主な副反応  

  
  

４ 接種に当たっての注意事項   

  

① 接種当日は朝からお子さんの状態をよく観察し、ふだんと変わったところのないことを確認してください。  

  体調が悪いと思ったら、かかりつけ医に相談の上、接種するかどうか判断するようにしてください。  

② 予診票への記入内容は接種する医師への大切な情報です、接種当日に責任をもって記入するようにしてくだ

さい。  

③ 医療機関には必ず保護者が同伴してください。  

④ 13 歳上の女子は、予診票の保護者同意欄に記入があれば保護者の同伴なしでも予防接種を受けることは可

能です。この場合、専用の予診票が必要となりますので、市健康増進課までお問い合わせください。  

  

   

お子様が以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。  

 

① 明らかに発熱（通常 37.5℃以上をいいます）がある場合  

② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合  

③ 受けるべき予防接種の接種液の成分（詳しくは医師にお尋ね下さい）によってアナフィラキシー（ひどいア

レルギー反応）を起こしたことがある場合  

④ 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合  

⑤ その他、医師が不適当な状態と判断した場合  

  

お子様が以下の状態の場合には予防接種を受ける際に注意が必要です。  

① 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患のある方。  

② 予防接種で、接種後 2 日以内に発熱のみられたお子さん及び発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異

常がみられた場合  

③ 過去にけいれん（ひきつけ）を起こしたことがある場合  

④ 過去に免疫不全の診断がなされている場合及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる場合  

⑤ 血小板減少症や凝固障害を有する場合  

⑥ 妊婦又は妊娠している可能性のある場合子宮頸がん予防（HPV）ワクチンの接種においては、妊娠中の接種
に関する有効性及び安全性並びに授乳中の接種に関する安全性が確立していないことから、妊娠又は妊娠し

ている可能性のある者には接種を行わないことが望ましく、また授乳中の者への接種は接種上の有益性が危

険性を上回ると判断される場合のみ行うこととされています。  
   

接種後の注意  

① 子宮頸がん予防ワクチン接種後に血管迷走神経反射として失神があらわれることがあるので、失神があらわ

れることがあるので、失神による転倒等を防止するため、注射後の移動の際には、保護者の方（又は医療従

事者）は腕を持つなどして付き添うようにし、接種後 30 分程度、体重を傾けられるような場所で座らせる

などした上で、なるべく立ち上がらないようにして、お子様の状態を良く見ていてください。  

② 予防接種を受けた後 30 分間は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡がとれるよう

にしておいてください。  

③ 予防接種後、生ワクチンでは 4 週間、不活化ワクチンでは 1 週間は副反応の発現に注意してください。  
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④ 接種部位は清潔に保ち、こすらないようにしてください。当日の入浴は差し支えありませんが、激しい運動

はさけましょう。  

⑤ 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。  

  

   

５ 予防接種による健康被害救済制度について   

  

○定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が

でるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができま

す。  

○健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分が

あり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障

害が治癒する期間まで支給されます。  

○ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因（予防接種をする前あるいは後

に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等）によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律

等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受ける

ことができます。  

○対象年齢（小６～高１相当）が過ぎてしまった場合は、定期予防接種の対象となりません。予防接種法に基

づかない接種（任意接種）として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬

品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法に比べて救済の額が概ね二分の

一（医療費・医療手当・葬祭料について 

は同程度）となっています。  

  


